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・増加する企業の自社株買い、株価下支え
・余剰資金による株主還元の拡大余地が大きい

近年、日本企業の自社株買い額が急増しています。2024
年度は過去最高の約16兆円にのぼる自社株買いが実施
され、2025年度も2024年度を上回るペースで増加してお
り、過去最高を更新すると予想されています。
急増の背景には、東京証券取引所（東証）の上場企業
に対する資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた
改善要請や、海外投資家を含め株主から利益還元の要求
が強まったことなどがあります。資本効率の改善や企業価値
の向上を図るほか、株主還元の一環として、多くの企業が自
社株買いを積極的に行なうようになりました。
増加する日本企業の自社株買いは、需給面から株価を押
し上げる効果や、企業が「自社の株価は割安と考えている」
というサインを市場に発信することなどから、日本株市場の下
支えになることが期待されます。

日本企業の自社株買い額は過去最大、株価下支え

株主還元を拡大する余地が大きい日本企業
日本企業は総資産に占める現金等の比率が高く、自社株
買いを含めた株主還元を拡大する余地が大きいといえます。
背景として、過去のバブル崩壊やリーマンショックなどを経験し
たことから、経済危機時でも事業が継続できるよう十分な手
元資金の確保を重視するようになったことが挙げられ、米欧
と比べ現金を多く保有する傾向が強くなっています。
一方、企業が過度な現金を保有することは、資本効率の悪
化を招くことがあります。そのため、近年、配当や自社株買い
といった株主還元、設備投資や研究開発などの成長投資
により、余剰資金の有効活用が求められています。
このように、余剰資金の積極的な活用を通じた資本効率改
善や企業価値向上の余地は依然として大きく、自社株買
いなどの株主還元は今後も継続されると考えられ、日本株
の中長期的な上昇期待が高まります。

日米欧企業の総資産に占める現金及び
現金同等物※の比率

期間：2001年～2024年、年次
日本：TOPIX（東証株価指数）、米国：S&P500株価指数、欧州：STOXX欧
州600指数
※現金同等物とは、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
か負わない短期投資のこと。
（出所）ブルームバーグより野村アセットマネジメント作成

日本企業の自社株買い額の推移

期間：2001年度～2025年度、年次
全上場企業が対象、普通株式ベース。25年度は原則として25年3月末時点の野村
證券予想。
（出所）野村證券のデータ等を基に野村アセットマネジメント作成
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自社株買いとは？
株主還元、資本効率の改善などを目的として、上場企業が株
式市場から自社株を買い戻すこと。

約16兆円

「ノムラ・ジャパン・オープン」



ノムラ・ジャパン・オープン

【お申込メモ】 【当ファンドに係る費用】

●信託期間 無期限（1996年2月28日設定） ◆ご購入時手数料 ご購入価額に3.3％（税抜3.0％）以内で販売会社が独自に

●決算日および 年2回の決算時（原則、2月および8月の27日。休業日の場合は 定める率を乗じて得た額

　 収益分配 翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。

●ご購入価額 ご購入申込日の基準価額 ◆運用管理費用 ファンドの純資産総額に年1.672％（税抜年1.52％）の率を

●ご購入単位 一般コース：1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円） 　（信託報酬） 乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。

　　　　　　　　または1万円以上1円単位 ◆その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、

自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位 外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払う
※お取扱いコース、ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。 ファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等が

●ご換金価額 ご換金申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 お客様の保有期間中、その都度かかります。

●課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に

および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、NISA 料率・上限額等を示すことができません。

（少額投資非課税制度）の適用対象ファンドにおいてNISAを ◆信託財産留保額 1万口につき基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

利用した場合には課税されません。ファンドは、NISAの「成長 　（ご換金時）

投資枠」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合 上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に

があります。なお、税法が改正された場合などには、内容が 応じて異なりますので、表示することができません。

変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わ ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

せください。

ファンドの特色

ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社
の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に
投資する場合には、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの投資リスク

●東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数
（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。●S&P500株価指数は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エルシーの所有する登録商標で
す。●STOXX®欧州600指数は、STOXXリミテッド（スイス、ツーク）、ドイツ取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。

＜当資料について＞●当資料は、ファンドに関する参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したご参考資料です。●当資料は、信頼できると考えら
れる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。●当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のもので
あり、事前の連絡なしに変更されることがあります。●当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
＜お申込みに際してのご留意事項＞●ファンドは、元金が保証されているものではありません。●ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。●投
資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。●投資信託は預金保険の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金
制度が適用されません。●ファンドの分配金は、投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を
行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。●お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しす
る投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

※3 企業の中⻑期の業績拡⼤の評価・分析に際しては、当該企業が属する産業が成⻑産業の場合は当該業界内での競争⼒の有無、成熟産業の企業の場合は当該業界で勝ち残ることの可能性、
特定の分野・事業領域で⾼い市場シェアを持っているかなどに着目します。

（2025年6月現在）

銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄（またこれに準ずる銘柄を含みます）から競争⼒や経営⼒が⾼く、中⻑期的に堅調な業績拡⼤が期待で
きる企業※3に着目し、主にPER（株価収益率）などのバリュエーション指標に基づき、中⻑期で割安と思われる銘柄に投資します。以上のプ
ロセスを進める過程では、運用担当者および委託会社アナリストが企業訪問等による確認を行ない、組入銘柄の最終的な選定の参考とします。

＜当ファンドに係る費用＞＜お申込みメモ＞

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。



お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

ノムラ・ジャパン・オープン

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

株式会社みずほ銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○

株式会社三井住友銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号 ○ ○ ○

株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号 ○ ○ ○

株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第593号 ○ ○

PayPay銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

株式会社北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第2号 ○

株式会社東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第7号 ○

株式会社足利銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第43号 ○ ○

株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第44号 ○

株式会社千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第39号 ○ ○

株式会社第四北越銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第47号 ○ ○

株式会社北陸銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第5号 ○ ○

スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長（登金）第8号 ○

株式会社十六銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社三十三銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第16号 ○

株式会社百五銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第11号 ○ ○

株式会社関西みらい銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号 ○

株式会社但馬銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第14号 ○

株式会社佐賀銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社十八親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号 ○

株式会社肥後銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○

株式会社琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第2号 ○

株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第6号 ○ ○

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ ○ ○

株式会社あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第8号 ○ ○

ｻﾞ･ﾎﾝｺﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｼｬﾝﾊｲ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 登録金融機関 関東財務局長（登金）第105号 ○ ○

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社きらやか銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第15号 ○

株式会社大東銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第17号 ○

株式会社栃木銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第57号 ○

株式会社京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号 ○

株式会社静岡中央銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第15号 ○

株式会社あいち銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号 ○

株式会社みなと銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第22号 ○ ○

株式会社徳島大正銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第10号 ○



お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

ノムラ・ジャパン・オープン

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

株式会社香川銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第7号 ○

株式会社愛媛銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第6号 ○

株式会社宮崎太陽銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第10号 ○

株式会社沖縄海邦銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第3号 ○

信金中央金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第258号 ○

第一勧業信用組合 登録金融機関 関東財務局長（登金）第278号 ○

労働金庫連合会 登録金融機関 関東財務局長（登金）第269号

安藤証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第1号 ○

三菱UFJ eスマート証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○ ○

池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○

いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第24号 ○ ○

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第3号 ○

九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 九州財務局長（金商）第18号 ○

極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号 ○ ○

静銀ティーエム証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第10号 ○

北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号 ○

ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ ○

東武証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第120号 ○

とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○

moomoo証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3335号 ○ ○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○

百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号 ○

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号 ○

ほくほくＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第24号 ○

ＦＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5号 ○ ○

丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第167号 ○ ○

丸近證券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第35号 ○

丸八証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号 ○

水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○

豊証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第21号 ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○

PayPay証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2883号 ○



以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です｡

お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

ノムラ・ジャパン・オープン

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

北海道労働金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第38号

東北労働金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第68号

中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第259号

新潟県労働金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第267号

長野県労働金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第268号

静岡県労働金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第72号

北陸労働金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第36号

東海労働金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第70号

近畿労働金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第90号

中国労働金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第53号

四国労働金庫 登録金融機関 四国財務局長（登金）第26号

九州労働金庫 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第39号

沖縄県労働金庫 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金）第8号

株式会社イオン銀行
(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社SBI新生銀行
(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社SBI新生銀行
(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○
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